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徳島県個人情報保護審査会答申第９６号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，結論として妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 個人情報開示請求

平成２９年４月２７日，審査請求人は，徳島県個人情報保護条例（平成１４年徳島

県条例第４３号。以下「条例」という。）第１４条第１項の規定に基づき，徳島県知

事（以下「実施機関」という。）に対し，「私が県に提出（申請書添付）した○○土

地改良区裁判書類（１○○（元職員），２○○，３○○，４○○，５○○）及び○○

が○○土地改良区監事に送りつけた書類等 産業交流部（阿南）」に該当する保有個

人情報の開示請求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成２９年５月１０日，実施機関は，本件請求に係る保有個人情報について，当該

文書を作成しておらず，文書が不存在であるため，条例第２０条第３項の規定により

請求拒否決定（以下「本件決定」という。）を行い，審査請求人に通知した。

３ 審査請求

平成２９年５月１２日，審査請求人は，本件決定を不服として，行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき，実施機関に対して審査請求を行

った。

４ 諮問

平成２９年１１月３０日，実施機関は，条例第４２条の規定に基づき，徳島県個人

情報保護審査会（以下「当審査会」という。）に対して，３の審査請求について諮問

（以下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

速やかな開示を求める。

２ 審査請求の理由

審査請求人から提出された審査請求書及び反論書における審査請求人の主張は，次

のとおりである。

公文書公開請求の中で，添付した書類であり，その資料が指導監督する課に，無い

とはおかしく全て公開すべきである。

○○氏の裁判書類に関しては，県から以前提供を受けている。また，○○氏・○○

氏・○○氏の裁判記録は，申請書及び協議書等で請求書に添付したものであり，明ら

かにあるべき書類を隠して隠蔽する行為は，「枉法行為」でありおかしい。
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第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書及び口頭による理由説明を要約すると，本件決定の

理由については次のとおりである。

審査請求人が開示を求めている個人情報とは，審査請求人が個人情報開示請求書及

び公文書公開請求書（以下「請求書」という。）に添付し，県に提出した○○土地改

良区（以下「土地改良区」という。）と○○氏，○○氏，○○氏，○○氏及び○○氏

が争った裁判書類及び○○氏が土地改良区の監事に送付した書類と推察される。

実施機関において，審査請求人が過去に県に提出した請求書を確認したところ，本

件請求のうち，土地改良区と○○氏が争った裁判書類は，審査請求人が平成○年○月

○日付けの公文書公開請求書に添付していた徳島地方裁判所○○支部平成○年（○）

第○号役員報酬等請求事件，平成○年（○）第○号損害賠償反訴請求事件の判決書と

特定し，平成○年○月○日付け○○第○○号において，個人情報開示決定を行い，開

示している。

一方，本件請求のうち，○○氏，○○氏，○○氏及び○○氏が原告，被告となって

いる裁判書類については，審査請求人が請求した過去の請求書を確認したところ，添

付されておらず，保有していない。

また，○○氏が土地改良区の監事に送付した書類についても，同様に確認したとこ

ろ添付されておらず，保有していない。

以上により，実施機関は，本件請求に係る個人情報については，過去に県へ提出さ

れた請求書に添付されておらず，保有していないため，条例第１５条第２号に該当す

ることから，条例第２０条第３項に基づき本件決定を行ったものである。

第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 本件決定の妥当性について

実施機関は，本件請求に係る保有個人情報について保有していないと主張している

ため，以下，実施機関が行った本件決定の妥当性について検討を行うこととする。

(1) 本件請求に係る保有個人情報について

本件請求に係る保有個人情報の内容は，審査請求人が請求書に添付し，県に提出

した，土地改良区と○○氏，○○氏，○○氏，○○氏及び○○氏が争った裁判書類

及び○○氏が土地改良区の監事に送付した書類に係る個人情報と解される。

(2) 本件請求に係る保有個人情報の保有の有無について

ア 実施機関の説明によると，審査請求人が過去に提出した請求書を確認し，添付

されていた土地改良区と○○氏が争った裁判書類は開示したが，○○氏，○○氏，

○○氏及び○○氏が原告，被告となっている裁判書類及び○○氏が土地改良区の

監事に送付した書類は添付されておらず，保有していないため，本件決定を行っ

たとのことである。

また，○○氏，○○氏，○○氏及び○○氏と土地改良区の裁判について把握し

ていないとのことである。
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イ 審査請求人は，裁判書類等を請求書に添付したと主張するが，文書の存在を窺

わせる根拠が示されていないことから，本件請求に係る個人情報を保有していな

いとする実施機関の説明に，特段，不合理な点はない。

ウ 本件請求については，審査請求人が請求書に添付した書類に係る保有個人情報

の開示を求めたものであり，実施機関は，当該文書に係る保有個人情報を取得し

ていないことを明らかにしていることから，本件決定を取り消し，改めて「当該

個人情報を取得しておらず，保有していないため」との開示請求拒否決定を行う

意味はなく，文書を作成しておらず，保有していないとして行った本件決定を妥

当とせざるを得ない。

エ 以上により，本件請求に係る保有個人情報について，文書を作成しておらず，

保有していないとして行った実施機関の決定は結論において妥当である。

２ 結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

平成２９年１０月２５日 諮問

令和元年 ８月 ５日 審議（第１１３回審査会）

９月 ９日 実施機関からの口頭理由説明の聴取，審議
（第１１４回審査会）

１０月２３日 審議（第１１５回審査会）
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